
４．事業実施計画の策定 

４-１ 概算事業費の算出 

(1) 算出方法 

概算事業費は、第 3 章において設定した再整備方針について算出する。算出方法について

以下に示す。なお、本章にて算出する事業費は、令和 3年度価格（税抜）とする。 

  再整備を行うにあたっての撤去費および建設費を計上する。なお、建設費は標準活性

汚泥法の場合と膜分離活性汚泥法の場合の 2通り算出する。 

  土木施設、建築施設、機械設備について、各施設（管理機械棟、水処理施設（A 系、

B 系）、流入渠、放流渠、その他）別に算出を行うものとする。 

  土木施設は、地下部分の躯体を土木施設（図 4-1-1 参照）とし、概略寸法より躯体の

容積（空 m3）を算出し、他都市の類似実績等を踏まえた空 m3 当り建設費を乗じて算

出する。 

  建築施設は、地上部分の躯体を建築施設（図 4-1-1 参照）とし、概略寸法より延床面

積（床 m2）を算出し、他都市の類似実績等を踏まえた床 m2当り建設費を乗じて算出

する。 

  機械設備については、メーカーヒアリングや類似した設計実績等を基に主要な機器

ごとに積み上げて算出する。 

  電気設備については、工事別に算出を行うものとし、メーカーヒアリングや類似した

設計実績等を基に中分類資産単位で算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-1 土木と建築の区分  
出典：R3下水道事業の手引き P552 

水処理施設 

管理棟、沈砂池棟 
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なお、ここで算出する事業費は、管理機械棟の建替えから始まり、全水処理施設および汚

泥処理施設の建替えが完了するまでの再整備期間中の総事業費とする。再整備事業は非常

に長期にわたる（現時点での見込みとして、施設整備に約 20 年間である）ため、将来の物

価上昇や貨幣価値の変化に対しては、建設着手時点等で別途考慮する必要があることに注

意が必要である。 
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(2) 土木施設 

土木施設は、概略寸法より躯体の容積（空 m3）を算出し、他都市の類似実績等を踏まえ

た空 m3当り建設費および撤去費を乗じて算出する。 

建設費の単価については、令和 3 年度価格を適用し、逗子市浄水管理センターと同様に

杭基礎を有する他都市の水処理施設および管理棟・汚泥系施設における建設費を参考とし

て算出した。建設費が過去の単価で算出されている場合には、令和 3 年度の単価とするた

めに建設工事費デフレーターを使用する。建設工事デフレーターは令和 3 年度現在、最新

の値として令和 2 年度（暫定）まで公表されているため、この令和 2 年度（暫定）の値を

適用して令和2年度価格を算出する。令和2年度から令和3年度への価格上昇については、

現時点で価格の上昇・下降が不明であること、また１年度分であれば価格の変動に大きな

影響は無いと考え、ここでは令和 2 年度（暫定）の値を用いて算出した価格を令和 3 年度

価格と定義する。 

一般的に処理場の規模が大きい場合、施設が大きいほど単価が安くなる傾向にあり、加

重平均を用いると単価が低く設定されてしまうため、算出した各施設の単価は、単純平均

を行い最終的な採用単価とした。 

なお、流入渠・放流渠については、「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説 参考

資料 平成 27 年 10 月 国土交通省水管理・国土保全局下水道部」に記載されている費用

関数を使用する。費用関数は平成 9 年度単価で作成されているため、令和 3 年度の単価と

するために建設工事費デフレーターを使用する。 

 

〇建設費単価（水処理施設） 

 

〇建設費単価（新管理機械棟） 

 
〇撤去費単価 

 

  

年度 工種 処理場名 施設 体積(m3) 直接工事費 デフレーター 単価（円/m3）
2005 躯体 I.水処理センター 水処理施設 41381 \1,246,470,197 1.208008899 \36,387
1993 躯体 Y.浄化センター 水処理棟1系 4607 \197,086,159 1.198675497 \51,279
2005 躯体 Y.浄化センター 水処理棟2系 3148 \100,737,833 1.208008899 \38,657
2008 躯体 Y.浄水管理センター 水処理施設 15055 \428,298,497 1.124223602 \31,983
1994 躯体 I.浄化センター 水処理施設 16012 \349,055,292 1.193406593 \26,016
1998 躯体 A.浄化センター 水処理施設 11088 \232,879,364 1.2 \25,203
2007 躯体 A.浄化センター 水処理施設 12396 \208,058,149 1.162740899 \19,516

平均 \32,720 円/m3

採用単価→ \33,000 円/m3

年度 工種 処理場名 施設 体積(m3) 直接工事費 デフレーター 単価（円/m3）
2006 躯体 I.水処理センター 汚泥濃縮槽 351 \23,393,289 1.188183807 \79,190
2020 躯体 F.浄化センター 汚泥処理棟 1504 \93,242,588 1 \61,996
2020 躯体 O.水循環センター 濃縮機械棟 1730 \77,200,962 1 \44,625
1993 躯体 Y.浄化センター 汚泥処理棟 2534 \107,122,686 1.198675497 \50,673
2005 躯体 Y.浄化センター 沈砂池ポンプ棟 1660 \63,741,584 1.208008899 \46,386
2008 躯体 Y.浄水管理センター 機械濃縮棟 2570.295 \94,533,212 1.124223602 \41,348

平均 \54,036 円/m3

採用単価→ \55,000 円/m3

年度 工種 処理場名 施設 体積(m3) 直接工事費 デフレーター 単価（円/m3）
2021 躯体 T.浄化センター 熱処理棟 4750 \255,000,000 1 \53,684
2021 躯体 N.ポンプ場 ポンプ場 8880 \550,000,000 1 \61,937

平均 \57,811 円/m3

採用単価→ \58,000 円/m3

概4-3



 

 

〇管渠（流入渠・放流渠） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説 参考資料 

平成 27 年 10 月 国土交通省水管理・国土保全局下水道部 

 

 

〇管渠内部充填 

 

充填工（エアモルタル）： 11,210 円/m3 

充填剤材料費：  14,000 円/m3 

計：   25,210 円/m3 → 26,000 円/m3 
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〇側方流動 

浄水管理センターを現在地で再整備すると仮定した場合、当該敷地の液状化対策が必要

となる。浄水管理センターは、過年度の診断より、液状化すると判定される土層が 5m 以上

あり、側方流動が発生する可能性がある地盤として評価されている。側方流動対策として

考えられる方法として、護岸と施設間に抑止壁となる構造のものを設けることで施設内を

隔離し、側方流動を抑止することが考えられる。 

 

過年度の耐震診断報告書より、構造物下に施工が可能であり、施工機械がコンパクトで

ある高圧噴射攪拌工法（マルチジェット工法）を使用して約 230m の区間を改良した場合の

費用は、 

 

4,600 千円×230m＝1,058,000 千円（直接工事費） 

1,058,000 千円×1.6＝1,692,800 千円 ≒ 1,700 百万円（本工事費）   となる。 

 

 

 

充填工（エアモルタル） 10m3あたり

名称 規格 単　位 数　量 単　価 金　額 適　用

土木一般世話役 人 1 26,000 26,000

特殊作業員 人 2 24,900 49,800

普通作業員 人 1 21,600 21,600

グラウトポンプ
横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min 運/日 1 4,810 4,810

グラウトミキサ
並列2槽式 攪拌容量300L×2 運/日 1 2,180 2,180

発動発電機運転費 45kVA 日 1 6,694 6,694

諸雑費 式 1 1,016 1,016

0

0

合　計 112,100

1m3あたり 11,210
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(4) 機械設備 

機械設備についても、土木施設、建築施設と同様に令和 3 年度価格を適用する。メーカ

ーヒアリングや類似した設計実績等を基に主要な機器ごとに積み上げて算出する。 

 

(5) 電気設備 

電気設備についても、令和 3 年度価格を適用する。概算事業費は工事別に算出を行う

ものとし、標準活性汚泥法についてはメーカーヒアリングや類似した設計実績等を基に中

分類資産単位で算出する。また、撤去費については、配線等が多く、項目の想定が困難で

あることから、新設工事の諸経費に含むものとする。 
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(6) 全体の概算工事費まとめ 

標準活性汚泥法および膜分離活性汚泥法について、各職種での概算工事費を集計し

てまとめた表を以下に示す。なお、既設 3 系水処理施設および沈砂池の撤去は、「残存

施設の撤去工事」とし、再整備事業の概算工事費とは分けて表記する。 

下表の概算工事費は、いずれも令和 3 年度価格（税抜）である。 
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概算工事費（標準活性汚泥法）
職種 概算工事費
⼟⽊ \8,987,000,000
建築 \4,235,000,000
機械 \6,031,000,000
電気 \7,919,000,000
計 \27,172,000,000

概算工事費（膜分離活性汚泥法）
職種 概算工事費
⼟⽊ \7,861,000,000
建築 \4,223,000,000
機械 \6,791,000,000
電気 \7,178,000,000
計 \26,053,000,000

概算工事費（残存施設の撤去工事）
職種 概算工事費
⼟⽊ \3,251,000,000
建築 \529,000,000
機械 \391,000,000
電気 ―
計 \4,171,000,000
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ここで、主要な工事の区切りにおいて第 1 期～第 3 期工事として分け、概算工事費を

整理する。第 1 期工事は新管理機械棟の建設に関連する施設まで、第 2 期工事は A 系水

処理施設の建設に関連する施設まで、第 3 期工事は B 系水処理施設の建設に係る施設ま

でとする。第 3 期工事の完了をもって、全ての施設が新施設での供用となる。 

残る既設 3 系水処理施設および沈砂池の撤去は、「残存施設の撤去工事」とし、次頁に

記載する概算工事費の合計からは除外する。 

 

第 1 期工事（新管理機械棟建設まで） 

第 2 期工事（A 系水処理施設建設まで） 

第 3 期工事（B 系水処理施設建設まで） 

-------------------------------------------------------------- 供用開始 

残存施設の撤去工事（3 系水処理施設・3 系沈砂池棟撤去） 

 

 

表 4-1-1 第 1 期工事～残存施設の撤去工事の内容（案） 

 

 

 

  1 側方流動対策
2 2系水処理施設撤去
3 管理機械棟新設
4 流入渠新設
5 電気設備新設
6 管理棟撤去
7 A系水処理施設新設
8 A系水処理施設管廊新設
9 A系放流渠新設
10 １系水処理施設撤去
11 １・２系水処理施設管廊撤去
12 B系水処理施設新設
13 B水処理施設管廊新設
14 B系放流渠新設
15 3系水処理施設撤去
16 3系沈砂池棟撤去
17 既設流入渠内部充填
18 既設放流渠内部充填

主要な⼯事の⼯程 期(案)

第1期⼯事

第2期⼯事

第3期⼯事

残存施設
撤去⼯事
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【概算工事費】令和３年度価格（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概算⼯事費集計（標準活性汚泥法 -令和３年度価格-） （百万円）
土木 建築 機械 電気 計

第１期⼯事 3,955 1,961 3,691 5,817 15,424
第２期⼯事 2,275 1,205 1,569 1,604 6,653
第３期⼯事 2,757 1,069 771 498 5,095

計 8,987 4,235 6,031 7,919 27,172 （消費税抜）

概算⼯事費集計（膜分離活性汚泥法 -令和３年度価格-） （百万円）
土木 建築 機械 電気 計

第１期⼯事 3,955 1,961 3,691 5,817 15,424
第２期⼯事 1,712 1,199 1,919 906 5,736
第３期⼯事 2,194 1,063 1,181 455 4,893

計 7,861 4,223 6,791 7,178 26,053 （消費税抜）
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４-２ 事業スケジュール 

本項では、浄水管理センター再整備における事業スケジュールを検討する。事業スケジ

ュールを検討する上でのポイントを整理する。 

 

①側方流動対策 

側方流動対策としての地盤改良は、施設全体の耐震性能を確保する上で非常に重要であ

り、施設躯体自体が耐震性能を有する場合でも側方流動が発生した場合、構造物が倒壊す

る恐れがある。そのため、この地盤改良を下水道機能確保の最優先事項と考え、施設再整

備前に行う方針とする。 

 

②電気設備の新設工事について 

電気設備工事は大きく分類すると、監視制御設備・水処理設備関連・汚泥処理設備関連

に分けられる。これらの工事を 3 ヶ年かけて行う予定とし、その前に製作期間を 2 ヶ年と

して 5 年間の工事とする。 

 

③水処理施設管廊の更新について 

既設管理棟から各水処理施設に通じる管廊が、場内南側に敷設されている。再整備期間

中においても汚水処理を停止することが出来ないことから、この管廊の撤去・新設のタイ

ミングを検討する必要がある。 

まず初めに 2 系水処理施設を撤去する際には、1 系および 3 系水処理施設は供用中であ

り、既設管理棟から導水管を通して揚水を受けることとなる。特に 2 系水処理施設への導

水管は、2 系水処理施設南側の管廊を通っているため、2 系水処理施設を撤去する際には、

その南側にある管廊を撤去することが出来ない。 

次に、2 系水処理施設跡地に新管理機械棟を築造し、その後旧管理機械棟を撤去する際

には、新管理機械棟のポンプ井から 1 系および 3 系水処理施設に揚水できるように、あら

かじめ導水管を新設しておく必要がある。導水管の新設が完了すれば、機能上は既設管廊

の撤去が可能である。 

ただし、1 系水処理施設に隣接している管廊の撤去は、その後に行う 1 系水処理施設撤

去と同時に行うことが効率的で施工性が良いことから、既設の水処理施設管廊については

1 系水処理施設撤去と同時に行う方針とする。 

 

 

次頁に浄水管理センター再整備における事業スケジュールを示す。なお、事業スケジュ

ールに記載している概算事業費は全て令和 3 年度価格（税抜・百万円）とする。 
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事業スケジュール（標準活性汚泥法） →新水処理施設で供用開始

年度（仮） R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38
2021年からの経過年数 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

上昇率(%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
工事工程 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年

1,700

318 1,049

1,073 1,694 3,640

5,817

133

701 889

1,292 793 2,884

77

17

1,078

233

1,292 793 1,218

137

17

512 2,679

408 541

15

16

期毎の設計費（百万円） 463 200 153 815 125

92000 27,1720 0 0 0 1,700

4,171期毎の概算事業費（百万円）

38,300

100%

529

391

38,300

100%

38,300

8,987

4,235

6,031

7,919

38,300

100%

：設計

：新設工事

：撤去工事

793 1,218 17 0 3,220 31793 2,884 17

15,424 6,653 5,095

327 1,311 1,4290 701

概算事業費（電気）（百万円） 0

51 3,640概算事業費（機械）（百万円） 391

793793 276412

720

267 1,694

51289

概算事業費（建築）（百万円）

1,311 1,429 17

529

133 3,220 3,251

100% 100% 100% 100% 100%75% 75%

889 1,369 17

75%

28,72528,725 28,725 28,725

概算事業費（⼟⽊）（百万円） 1,700 1,049 1,073

100% 100% 100% 100%75%

31

38,30028,725 28,725 38,300 38,300 38,300 38,30028,725 28,725 28,725

⼟⽊・建築・機械・電気で3ヶ年工事

⑦-2 A系水処理施設管廊新設 ⼟⽊・機械・電気で3ヶ年工事

⑧A系放流渠新設

⑨-1 １系水処理施設撤去

⑨-2 １・２系水処理施設管廊撤去

➉-1 B系水処理施設新設

38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 28,725

⼟⽊・建築・機械・電気で3ヶ年工事

➉-2 B水処理施設管廊新設 ⼟⽊・機械・電気で3ヶ年工事

38,300 38,300 38,300 38,300

⑬-1 既設流入渠内部充填

⑬-2 既設放流渠内部充填

⼟⽊・建築・機械で3ヶ年工事

⑤流入渠新設

④新管理機械棟電気設備新設
製作期間

製作期間２ヶ年、工事３ヶ年

B系放流渠基本設計

B系放流渠詳細設計

3系水処理・沈砂池撤去基本設計

3系水処理・沈砂池撤去詳細設計

②側方流動対策 地盤の早期耐震性能確保のため

備考

全体基本計画 電気設備の移行に伴う管廊計画ほか

事業計画見直し

管理棟基本設計（仮設含む）

２系水処理施設撤去基本設計

残存施設（３系）撤去工事

１・２系水処理施設管廊撤去基本設計

１系水処理施設撤去詳細設計

管理棟撤去詳細設計

A系水処理施設基本設計

A系水処理施設詳細設計

A系放流渠基本設計

A系放流渠詳細設計

１系水処理施設撤去基本設計

側方流動対策詳細設計

管理棟詳細設計

２系水処理施設撤去設詳細計

流入渠基本設計

流入渠詳細設計

管理棟撤去基本設計

１・２系水処理施設管廊撤去詳細設計

B系水処理施設基本設計

B系水処理施設詳細設計

B系水処理施設管廊詳細設計

①2系水処理施設撤去

③管理機械棟新設

⑪B系放流渠新設

⑫-1 3系水処理施設撤去

⑫-2 3系沈砂池棟撤去

B系水処理施設管廊基本設計

水処理能力の合計（m3/日） 28,725 28,725 28,725

⑥管理棟撤去

⑦-1 A系水処理施設新設

1,280

水処理能力現況比 100% 100% 100% 100% 100% 75% 75% 75% 75% 75%75% 75% 75% 75%

498

第１期工事 第２期工事 第３期工事

1,6045,817

計（百万円） 4,171889 1,369318 1,049 6,890 1,694 3,640 133

概算
合計

概算
合計
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事業スケジュール（膜分離活性汚泥法） →新水処理施設で供用開始

年度（仮） R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38
2021年からの経過年数 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

上昇率(%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
工事工程 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年

1,700

318 1,049

1,073 1,694 3,640

5,817

133

701 889

729 787 2,536

77

17

1,078

233

729 787 1,585

137

17

512 2,679

408 541

15

16

期毎の設計費（百万円） 463 172 147 782 125

4,1714,893

残存施設（３系）撤去工事

38,300

100%

28,725 28,725

75% 75% 75% 75%

889 8061,700 1,049 1,073

0 26,053

38,300

100%

0

38,300

100%

0

7,861

4,223

6,791

7,178

：設計

：新設工事

：撤去工事

備考

全体基本計画 電気設備の移行に伴う管廊計画ほか

事業計画見直し

管理棟基本設計（仮設含む）

２系水処理施設撤去基本設計

側方流動対策詳細設計

管理棟詳細設計

２系水処理施設撤去設詳細計

第１期工事 第２期工事 第３期工事

A系放流渠基本設計

A系放流渠詳細設計

１系水処理施設撤去基本設計

１・２系水処理施設管廊撤去基本設計

１系水処理施設撤去詳細設計

１・２系水処理施設管廊撤去詳細設計

流入渠基本設計

流入渠詳細設計

管理棟撤去基本設計

管理棟撤去詳細設計

A系水処理施設基本設計

A系水処理施設詳細設計

3系水処理・沈砂池撤去詳細設計

②側方流動対策 地盤の早期耐震性能確保のため

①2系水処理施設撤去

③管理機械棟新設 ⼟⽊・建築・機械で3ヶ年工事

B系水処理施設基本設計

B系水処理施設詳細設計

B系水処理施設管廊詳細設計

B系放流渠基本設計

B系放流渠詳細設計

3系水処理・沈砂池撤去基本設計

B系水処理施設管廊基本設計

⑦-2 A系水処理施設管廊新設 ⼟⽊・機械・電気で3ヶ年工事

⑧A系放流渠新設

⑨-1 １系水処理施設撤去

⑨-2 １・２系水処理施設管廊撤去

➉-1 B系水処理施設新設 ⼟⽊・建築・機械・電気で3ヶ年工事

⑤流入渠新設

④新管理機械棟電気設備新設 製作期間２ヶ年、工事３ヶ年

⑥管理棟撤去

⑦-1 A系水処理施設新設 ⼟⽊・建築・機械・電気で3ヶ年工事

⑬-2 既設放流渠内部充填

水処理能力の合計（m3/日） 38,300 38,300 38,300 38,300

➉-2 B水処理施設管廊新設 ⼟⽊・機械・電気で3ヶ年工事

⑪B系放流渠新設

⑫-1 3系水処理施設撤去

⑫-2 3系沈砂池棟撤去

⑬-1 既設流入渠内部充填

38,300 38,30028,725 28,725 28,725 28,725 28,725 28,72538,300 28,725 28,725 28,725

水処理能力現況比 100% 100% 100% 100% 100% 75% 75%

38,300 38,300 38,300 38,300 38,30028,725 28,725 38,300 38,300

100% 100%

概算事業費（⼟⽊）（百万円）

100% 100% 100% 100% 100% 100%75% 75% 75% 75% 75% 100%75% 75%

866133

412

3,251

概算事業費（建築）（百万円） 267

17 3,220 3117 1,311

529

概算事業費（機械）（百万円）

787 529787 2761,694

28951 3,640 391

概算事業費（電気）（百万円）

1,130 3911,630 51

04559065,817

0 0 1,700 866 787 1,5850 701 889 806318 787 2,536133 17 920 3,220 31 0 4,17117 327 1,3111,049 6,890 1,694 3,640

期毎の概算事業費（百万円） 15,424 5,736

計（百万円） 0 0

概算
合計

概算
合計
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４-３ 事業スキームの基礎資料整理 

 PPP/PFI 方式の概要整理 

平成 26 年度に民間活力イノベーション推進下水道事業が創設されたように、厳し

い財政状況、人口減少による人材不足のもとで、今後も適切に施設を管理運営する上

では、PPP/PFI 方式の活用など、民間活力を積極的に活用することが有効である。 

事業方式には、従来の設計、建設、維持管理をそれぞれ分離して発注する方式のほ

かに、設計と建設を一括発注する方式（DB：Design Build）、これに維持管理を事業

範囲に加える方式（DBM：Design Build Maintenance、DBO：Design Build Operate）、

さらに、資金調達も含む事業とする方式（PFI：Private Finance Initiative）があ

り、下表に示すとおり分類される。 

 

表 4-3-1 PPP/PFI 方式の概要 

事業方式 概要 

DB：Design Build 
民間事業者に設計、建設等を一括発注・性能発注

する手法。 

DBM：Design Build Maintenance 
公共が資金を調達し、設計、建設、保全管理を民

間が一体的に実施する方式。 

DBO：Design Build Operate 
公共が資金を調達し、設計、建設、維持管理を民

間が一体的に実施する方式。 

PFI：Private Finance Initiative 

（従来型） 

民間が資金調達し、設計、建設、維持管理等を民

間が一体的に実施する方式。従来型は PFI 事業の

うち、主に延べ払い方式によるもの。 

PFI 

（コンセッション方式） 

公共施設等運営事業。利用料金の徴収を行う公共

施設等について、施設の所有権を地方公共団体が

有したまま、運営権を民間事業者に設定する方

式。 

運営権者は、原則として利用者から収受する下水

道利用料金により事業を運営する。 
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上記の事業方式について、事業方式別に業務内容を整理すると下表のとおりとな

る。 

 

表 4-3-2 PPP/PFI 方式別の業務区分分類 

事業方式 

 

業務内容 

従来 DB DBM DBO 
PFI 

従来型 

PFI 

コンセッション 

設計 官 民間 民間 民間 民間 民間 

建設 官 民間 民間 民間 民間 民間 

維

持 

管

理 

保全管理 官 官 民間 民間 民間 民間 

運転管理 官 官 官 民間 民間 民間 

資金調達 官 官 官 官 民間 民間 

料金収受 官 官 官 官 官 民間 

企画調整 官 官 官 官 官 民間 

 

また、PFI事業は、施設の所有権の扱い方により下記の事業方式に分類される。 

 

表 4-3-3 PFI 方式の事業方式 

事業方式 概要 

BTO 方式 

[Build-Transfer-Operate] 

建設  移転  維持管理 

民間事業者が施設等を建設し、施設等完成直後に地

方公共団体に所有権を移転し、民間事業者が維持・

管理および運営を行う事業方式。 

BOT 方式 

[Build-Operate-Transfer] 

民間事業者が施設等を建設し、維持・管理運営し、

事業終了後に地方公共団体に施設所有権を移転する

事業方式。 

BOO 方式 

[Build-Own-Operate] 

    所有 

民間事業者が施設等を建設し、維持・管理および運

営し、事業終了時点で民間事業者が施設を解体・撤

去する等の事業方式。 

RO 方式 

[Rehabilitate-Operate] 

  改修 

民間事業者が、地方公共団体が所有する施設を改修

した後、維持管理・運営を事業終了時点まで行う方

式。 
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 適用可能方式の抽出・整理 

（1）ガイドラインに示されるフローによる適用可能方式の抽出 

適用可能方式を選定する上で、「下水道事業における PPP/PFI 手法選択のためのガ

イドライン 平成29年 1月 国土交通省水管理・国土保全局下水道部」（以下、「PPP/PFI

手法選択のためのガイドライン」）では具体的に検討している下水道施設整備事業の

期間特性、規模等により採用することができる PPP/PFI 方式の絞り込みを行うこと

としている。 

本事業を PPP/PFI 手法選択のためのガイドラインに示される採用手法選択フロー

に沿って適用可能方式を抽出した結果を下図に示す。 

  

 

 

      ：本事業の適用可能方式 

 出典：PPP/PFI 手法選択のためのガイドライン に一部加筆 

図 4-3-1 採用手法選択フロー 

 

 本事業は施設の改築を伴う事業であることから、④の改築を伴わない公共施設等

運営（コンセッション）、指定管理者制度、包括的民間委託は除外される。 

また、⑤の民設民営事業は下水処理施設等において、土地等を民間事業者に貸し出

し、収益施設等の併設事業を行い、地方公共団体が賃貸料等を受領する方式であるこ

とから、処理施設の改築を行う本事業では適用できない。（実施事例は参考資料参照） 

その他の①、②、③については事業範囲や資金調達方法によって分類されるが、本

事業においてはいずれも採用可能である。 

 

（2）適用可能な PFI 事業方式の検討 

図 4-3-1 に示される①の PFI 事業方式は BTO、BOT、BOO、RO 方式が記載されてい

る。各事業方式の比較を表 4-3-4 に示す。 
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事
業
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目
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方
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方
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基
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的
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公
共
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す

る
。
 

○
 

施
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所
有
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に

事
業

者
が
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。
 

◎
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（3）事業方式の選定における今後の検討課題 

今後、本事業に適用する事業手法を検討するにあたっては、以下の 4 点について整

理し、事業実施方針を決定する必要がある。 

 

① 設計、建設を一体で発注するか。（どの施設を対象範囲に一体で発注するか。） 

② 上記①に加えて、維持管理を一体で発注するか。 

③ PFI（従来型）を採用し、民間資金等の活用を行うか。 

④ 公共施設等運営権（コンセッション）とし、運営権を民間事業者に付与す

るか。 

 

なお、適用手法の検討にあたっては簡易な検討（簡易 VFM 検討、その他の方法によ

る評価）、詳細な検討を行う必要がある。 

簡易な検討は、専門的な外部コンサルタントに委託せずに下水道施設等の管理者

等が自ら、候補とされた PPP/PFI 手法の適否を検討する段階である。これにより、

この段階で、明らかに PPP/PFI 手法導入の見込みがない下水道施設整備事業につい

て PPP/PFI 手法を導入しないこととすることができ、無用な調査に要する費用を削

減することができる。 

また、簡易検討においても、費用総額による方法に加え、先行事例や民間への簡易

な市場調査等のその他の方法を適切に組み合わせて実施することで、効率的、効果的

に PPP/PFI 手法導入の基礎調査を実施することができる。 

 

 メリット・デメリットの整理 

（1）メリット・デメリットの整理 

PPP/PFI 方式の導入によって、市の事務的負担の軽減や、整備スケジュールの短縮、

経費削減効果が期待される一方で、民間の事業範囲を大きくすることで事業者選定

プロセスの煩雑化、PFI 事業を導入する場合は「民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律」（平成十一年法律第百十七号）（以下、PFI 法）に準じ

る必要があるなど様々な影響が想定される。 

再整備事業は長期間に渡ることや、運転・管理を行いながら施設の改築を実施する

など事業が複雑化するため、再整備方針や事業スケジュールを踏まえて PPP/PFI 方

式を導入した際の逗子市におけるメリット・デメリットを整理する。 

なお、PPP/PFI 方式の採用に当たっては事業範囲の検討、民間企業の意向調査、リ

スク分析（特に本事業特有のリスク抽出と分担）、詳細 VFM 検討等を行い、決定して

いく必要がある。 
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表 4-3-5 PPP/PFI 方式別のメリット、デメリットの整理 

項目 個別発注 DB DBO PFI（従来型） PFI（コンセッション） 

概要 
・ 設計、施工、維持管理をそれぞれ発注 ・ 設計、施工を一括発注 

・ 維持管理は別途発注 
・ 設計、施工、維持管理を一括発注 ・ 設計、施工、維持管理を一括発注 ・ 設計、施工、維持管理、企画調整を一

括発注 

先行事例数 ・ 多数 ・ 資料なし ・ 27 件（うち 25 件が汚泥処理関連） ・ 14 件（うち 13 件が汚泥処理関連） ・ 3 件＋1 件公募中（三浦市） 

資金調達 ・ 公共 ・ 公共 ・ 公共 ・ 民間事業者 ・ 民間事業者 

事業期間 ・ 1～3 年程度 ・ 2～5 年程度（事業範囲による） ・ 先行事例では 20 年程度 ・ 先行事例では 20 年程度 ・ 先行事例では 20 年程度 

事業費 ・ 個別 ・ 設計＋施工 ・ 設計＋施工＋維持管理 ・ 設計＋施工＋維持管理 ・ 設計＋施工＋維持管理＋企画調整 

競争性 

・ 個別に発注されることから参入障壁
は低く、競争性は高い 

・ 設計会社と施工会社がコンソーシア
ムを組成する必要があるが、事業規模
や参画要件によっては参入可能な企
業は多く競争性は保たれる。 

・ 設計会社、施工会社、維持管理会社が
コンソーシアムを組成する必要があ
るため競争性はやや低くなる 

・ 設計会社、施工会社、維持管理会社が
コンソーシアムを組成する必要があ
ることに加え、金融機関との調整が必
要となるため競争性は低くなる。 

・ PFI（従来型）と同様の競争性の低さ
はあるが、先進事例の実績作りの観点
から一定の競争性が生じる場合があ
る。 

コスト 
削減効果 

・ 低い ・ 設計、施工内容は発注者から指定され
るため、個別発注と同程度。 

・ 事業期間が長期に渡るため期待され
る 

・ 事業期間が長期に渡るため期待され
るが、借入利息が高くなるため DBO ほ
どコスト削減効果は見込めない。 

・ 同左 

工期短縮効果 
・ 低い ・ 設計、施工を一連で実施するため自治

体からの発注・契約期間が短縮され
る。 

・ 同左 ・ 同左 ・ 同左 

メリット 

・ 時々の状況に応じて事業者を選定す
ることができるため、最適化が図りや
すい。 

・ 従来の発注方式のため市職員の新た
な知見は必要としない。 

・ 従来手法のため外部アドバイザー費
用は発生しない。 

・ 個別発注と比較して市職員の発注事
務手間が少なくなる。 

・ 設計時から施工を見据えた品質管理
が可能になる。 

・ 設計、施工を一括で発注するため個別
発注と比較して設計から施工への移
行がスムーズに行われ工期短縮につ
ながる。 

・ 維持管理委託業務の発注手間が低減
される。 

・ 維持管理者との調整を踏まえた設計・
施工が提案される。 

・ 事業対象となる施設の維持管理を含
むため、消化設備や固形燃料化設備な
ど、プラントメーカーなどが導入した
施設のメンテナンスもセットで維持
管理する事業に適している。 

DBO のメリットに加え 
・ プロジェクトファイナンスは民間事

業者が実施するため、市職員の起債事
務手間が軽減される。 

・ 金融機関によるプロジェクトに対す
る金融モニタリング機能が働く。 

・ 施設運営そのものを民間企業にリス
ク移転するため、民間企業の創意工夫
により経営改善効果が期待できる。 

デメリット 

・ 設計、施工を別々に発注するため、
PPP/PFI 方式を選択した場合と比較
して、事業全体の工期が長い。 

・ 発注回数が多くなり職員事務手間が
多くなる。 

・ 導入機器まで民間事業者の提案とす
る場合はベンダー依存性（自社製品の
納入）が高くなり、維持管理を含めた
最適化が図れない場合がある。 

・ 提案書が詳細設計のベースとなるた
め、市の意見が反映されにくい。 

・ 要求水準作成時や提案審査時におい
て、幅のある標準値（例 HRT6～8hr）
をどの様に設定するのか（しないの
か）検討を要する。 

・ 事業者選定にあたって、専門知識を要
する部分は外部アドバイザーへの委
託などが生じる。 

・ 特殊な工法、特殊な水処理設備の導入
が必要となる場合、機器納入企業によ
り維持管理企業が限定されるなど競
争性が低下する場合がある。 

・ 長期間に渡り設計、施工の各段階の状
況を見通して維持管理の要求水準を
作成するため、詳細な検討を要する。 

DBO のデメリットに加え 
・ 事業者が民間金融機関から資金調達

を実施するため、公共発注時と比較し
て利息が高くなり、DBO と比較して総
事業費が高くなることが想定される。 

・ PFI 法に準じる必要があり、事業者選
定過程が DBO と比較してやや煩雑と
なる。 

・ 下水道事業における先進事例が限ら
れ導入までの職員負担（事業対象の検
討、デューデリジェンス、リスク分担、
住民合意形成、事業者選定など）が大
きい。 

総評 

・ 導入する設備を各設計段階で選定す
ることが可能なため処理場全体の最
適化が図りやすい。 

・ 競争性を確保しやすい。 
・ 他手法と比較して発注手間はかかる

ものの 1 回にかかる職員負荷は小さ
い。 

 

・ 工期短縮が期待される。 
・ 導入機器まで民間事業者の提案とす

る場合は事業者への依存性（自社製品
の納入）が高くなり、維持管理を含め
た LCC の最適化が図れない場合があ
る。（設備メーカー等の有する技術・
ノウハウを活用して設計を行うこと
が適当である部分では採用可能。） 

・ 受託業者の裁量が小さい土木、建築の
範囲を DB とすることも考えられる。 

・ 基本設計を踏まえた DB 事業とする場
合は、基本設計後に事業者選定期間を
見込む。 

 

・ 工期短縮が期待される。 
・ ベンダー依存性があるものの、事業と

して長期間維持管理を担うことで事
業全体の費用低減効果が期待される。 

・ 事業者への依存性が生じにくい事業
範囲の場合は、処理施設の維持管理を
含める必要性が低くなる。 
 

 

・ 事業費が高額なため、金融機関への支
払利息額は大きくなると想定され、コ
スト縮減効果は DBO に劣ることが想
定される。 

 
 

・ 「公共施設等運営権および公共施設
等運営事業に関するガイドライン」
（内閣府）では「運営事業は管理者等
が所有権を有する公共施設等につい
て「運営等」を行うものであり、「建
設」および「改修」は含まれていない。」
とされており、再整備事業である本事
業にはなじまない。 

注）PPP/PFI 方式の採用に当たっては事業範囲の検討、民間企業の意向調査、リスク分析（特に本事業特有のリスク抽出と分担）、詳細 VFM 検討等を行い、決定していく必要がある。 
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（2）官民連携事業の概略スケジュール 

PPP/PFI 手法の導入にあたっては、下図に示す通り、導入手法の有効性や事業実現

性を検討する導入可能性調査や、事業者の募集・選定を行うための期間として、2 年

程度以上の期間を要することが一般的である。 

下水道事業における先行事例でも、施設整備を含む PFI や DBO 等の事業では事前

の導入調査検討を含め概ね 3 年以上の期間を要している。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：下水道事業における PPP/PFI 手法選択のためのガイドライン（案）平成 29 年 1 月 

国土交通省水管理・国土保全局下水道部 に一部加筆 

図 4-3-2 PPP/PFI 手法導入の一般的な流れ 

 

採用する事業手法や事業者選定方式（一般競争入札、総合評価方式、公募型プロポ

ーザル等）によって、市側で検討内容や準備する内容および量が大きく異なり、事業

者選定期間もそれに伴い変わる。DB、DBO、PFI（従来型）の中で最も期間を要すると

想定される事業手法である PFI（従来型）の場合や、事業者選定方式が総合評価方式

の場合においては、概ね、1 年目：導入可能性調査、2～3 年目：事業者募集・選定、

契約・引継ぎが想定される。 

なお、事業範囲が多岐に及ぶ場合は事業者の提案書作成期間や市との対話（認識の

すり合わせ）などに時間を要することから、それらの検討期間を踏まえて事業者選定

スケジュールを作成する必要がある。 

  

今回の浄水管理センター再整備プランによる主要な工事工程において PPP/PFI 等

の事業を行う場合の事業期間の設定の例を示す。 
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表 4-3-6 官民連携事業による進め方（案） 

主要な工事の工程 

PPP/PFI 手法 

(設計・施工・維持管理一括発注) 

PPP/PFI 手法 

(設計・施工一括発注) 

案① 案② 案③ 案④ 

1 側方流動対策         

第 1 期 

2 2 系水処理施設撤去         

3 管理機械棟新設         

4 流入渠新設         

5 電気設備新設         

6 管理棟撤去         

第 2 期 
7 A 系水処理施設新設         

8 A 系水処理施設管廊新設         

9 A 系放流渠新設         

10 1 系水処理施設撤去         

第 3 期 

11 1・2 系水処理施設管廊撤去         

12 B 系水処理施設新設         

13 B 水処理施設管廊新設         

14 B 系放流渠新設         

15 3 系水処理施設撤去         

残存施設 

撤去等 

16 3 系沈砂池棟撤去         

17 既設流入渠内部充填         

18 既設放流渠内部充填         

※ 第 3 期終了後は A 系・B 系が供用開始するため、維持管理を含めた発注方式とすることも考

えられる。（設計・施工：第 3 期、維持管理：第 3 期期間中および第 3 期終了後〇年 の一括

発注。） 

 

 

上記の各案の概要を以下に示す。 
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表 4-3-7 各案の概要（1/3） 

案 概要／メリット／デメリット 

案① 

設計・施工・ 

維持管理 

一括発注 

概要 

・再整備事業のすべての範囲を一括して発注するこ

とで、全体工期の短縮、発注に係る市職員の負担

軽減、コスト縮減を期待する案。 

・事業着手前に事業範囲の検討、事業者選定を行う

必要があるため、再整備事業着手が 3 年程度遅く

なる。事業者への依存性（ポンプ、監視装置等に

参画事業者のメーカー製品を納入する意識）が最

も強く出る管理機械棟の設計・施工が含まれる

が、その後の運転管理を含めることで、維持管理

期間も含めた事業の最適化が図られることが期

待される。 

メリット 

・全体工期短縮が期待できる。 

・最も市職員の負担軽減が期待できる。 

・事業者の提案によるコスト縮減が最も期待でき

る。 

デメリット 

・事業開始までの準備期間が短いため、事業開始時

期が遅れる可能性が高い。 

・管理機械棟の設計・建設を含めると、機種選定等

において事業者への依存性が強くなる。 

・事業が極めて長期に及ぶため、途中で方針の見直

しがあった場合の柔軟性に欠ける。 

・既存水処理施設の維持管理に関して契約に含めて

競争性を持たせることの必要性が低い。（雨天増

水時等を考慮するとリスクが高い） 
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表 4-3-8 各案の概要（2/3） 

案 概要／メリット／デメリット 

案② 

設計・施工・ 

維持管理 

一括発注 

概要 

・案①と比較して再整備事業着手の遅れを生じさせ

ないことを目的として、再整備期間途中から

PPP/PFI 手法を導入する案。 

・事業者への依存性が生じる管理機械棟の詳細設計

から事業期間に含める。 

メリット 

・全体工期短縮が期待できる。 

・市職員の負担軽減が期待できる。 

・事業者の提案によるコスト縮減が期待できる。 

デメリット 

・案①に比べると事業者の提案によるコスト縮減効

果が低くなる可能性がある。 

・案①と比較すると事業期間は短いが、それでも事

業が長期に及ぶため、途中で方針の見直しがあっ

た場合の柔軟性に欠ける。 

・既存水処理施設の維持管理に関して契約に含めて

競争性を持たせることの必要性が低い。（雨天増

水時等を考慮するとリスクが高い） 

案③ 

設計・施工・ 

維持管理 

一括発注 

概要 

・案②と同様に、再整備事業着手の遅れを生じさせ

ないことを目的として、再整備期間途中から

PPP/PFI 手法を導入する案。期の分けを踏まえて

2 期工事の新設事業から事業範囲とした。 

メリット 

・管理機械棟の建設を含めないため、案①、②と比

べると、事業者への依存性は弱い。 

・事業開始までの準備期間が十分確保できる。 

デメリット 

・案①、②に比べると事業者の提案によるコスト縮

減効果が低くなる可能性がある。 

・案①、②と比較すると事業期間は短いが、それで

も事業が長期に及ぶため、途中で方針の見直しが

あった場合の柔軟性に欠ける。 

・既存水処理施設の維持管理に関して契約に含めて

競争性を持たせることの必要性が低い。（雨天増

水時等を考慮するとリスクが高い） 

  

概4-26



 

 

表 4-3-9 各案の概要（3/3） 

案 概要／メリット／デメリット 

案④ 

設計・施工 

一括発注 

概要 

・第 1 期～既設撤去等のそれぞれを一括発注とする

案。 

・第 1 期は管理機械棟の設計・施工を含むため、機

種選定等において事業者への依存性が高くなり、

設備導入後の維持管理を含めた LCC の最適化が図

れない懸念がある。 

・第 2 期以降は事業者の創意工夫を活かす範囲が限

定されるため、工期の短縮を期待することを主眼

に置いた発注方式と言える。 

メリット ・工期短縮が期待できる。 

デメリット 

・管理機械棟の建設を含めると、機種選定等におい

て事業者への依存性が強くなり、維持管理を含め

た LCC の最適化を図れない可能性がある。 

・水処理施設に導入する機器や、土木・建築躯体の

大まかな設計は基本設計および管理機械棟の設

計に依存するため、第 2 期以降の一括発注におい

ては事業者の創意工夫を活かす余地は小さい。 
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４-４ 維持管理費の算出 

４-４-１ 算出方法 

維持管理費は、既設の処理方式である標準活性汚泥法の運用実績を基に、標準活性汚泥

法と膜分離活性汚泥法について、年間の維持管理費を算出する。膜分離活性汚泥法の維持

管理費については、浄水管理センターでの過去 5 年間（2016 年～2020 年）における標準活

性汚泥法の維持管理実績を基に、標準活性汚泥法とは異なる各項目について、費用を算出

した。 

以下に示す項目において、膜分離活性汚泥法における費用の算出方法をまとめる。なお、

表記している金額は全て税抜とする。また、算出方法を記載していない項目については、

標準活性汚泥法における過年度実績を使用する。 

 

(1) 消耗品費 -塩素消毒用薬品費- 

塩素混和池での消毒に使用する次亜塩素酸ソーダの薬品費について、膜分離活性汚泥法

では、雨天時のみ塩素混和池を利用する。よって膜分離活性汚泥法の薬品費については、

過去 5 年間（2016 年～2020 年）の水量実績より、送水量に対する簡易処理水量の割合を算

出し、過去 5 年間（2016 年～2020 年）の薬品費の実績に対して、算出した割合を適用して

膜分離活性汚泥法における薬品費を算出する。 

 

2016～2020 年度の日平均水量：27,154m3/日 

2016～2020 年度の簡易処理水量：2,384m3/日 

標準活性汚泥法における 2016～2020 年の薬品費：\4,008,000/年 

 

膜分離活性汚泥法の薬品費＝\4,008,000×2384/27154＝\351,885/年（税抜） 

 

 

(2) 消耗品費 –膜洗浄用薬品費- 

膜分離活性汚泥法では、膜分離装置の膜を洗浄するための薬品費が発生する。膜洗浄用

薬品費については、メーカーヒアリングより「\1,728,000/年（税抜）」と設定する。 

 

 

(1)、(2)より、膜分離活性汚泥法における消耗品費の合計は、 

 

\351,885/年＋\1,728,000/年＝\2,079,885/年（税抜） 
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(3) 電力費 

膜分離活性汚泥法は、従来の活性汚泥法と比較して、処理施設の省スペース化や高度な

処理水質が得られる等の特徴を有しているが、膜面の物理的洗浄に要する空気量が多いた

め、従来の活性汚泥法と比較して消費電力量が大きいデメリットもある。ここでは、処理

方式の変更に伴い維持管理費の多くを占める電気使用量がどの程度となるか試算する。 

 

1) 検討条件など 

 各種検討条件、既設の電気使用量は以下のとおりとする。 

 

既設汚水ポンプの電力使用量 

762MWh/年・・・① 

※2016～2020 年度実績値 

 

既設ブロワーの電力使用量 

1,390MWh/年・・・② 

※2016～2020 年度実績値 

 

既設水処理施設の電力使用量（汚水ポンプ、ブロワー以外の水処理施設の電力使用量） 

1,375MWh/年・・・③ 

※2016～2020 年度実績値 

 

上記より、標準活性汚泥法における電力使用量実績 

＝既設汚水ポンプの電力使用量①+既設ブロワーの電力使用量② 

+既設水処理施設の電力使用量③ 

 ＝762 + 1,390 + 1,375 

 ＝3,527 MWh/年 

 

2) 膜分離活性汚泥法を導入した場合の電力使用量の推計 

   膜分離活性汚泥法は標準活性汚泥法に比べ、ブロワーの動力費が大きい特徴がある

ため、この差を考慮して電力使用量を推計する。既設ブロワーの動力は 164kW

（37kW×3(1)台、45kW×3(1)台）であるのに対して、膜分離活性汚泥法の場合には約

2 倍の 320kW（230kW×1 台、90kW×1 台）※となる。これより、既設ブロワーの電力

使用量を 2 倍することで膜分離活性汚泥法を導入した場合のブロワーの電力使用量と

する。 

※メーカーヒアリングによる（余裕を見た見解のため、これより下がる可能性はある） 

 

   また、膜分離活性汚泥法は標準活性汚泥法で必要となる動力の大きい返送汚泥ポン

プが不要となる。これより返送汚泥ポンプ分の動力は差し引くこととする。 
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既設返送汚泥ポンプの電力使用量 

15kW×4 台※×負荷率 0.7×24×365÷1,000 

＝368MWh/年・・・④ 

 

膜分離活性汚泥法を導入した場合の電力使用量 

＝既設汚水ポンプの電力使用量①+既設ブロワーの電力使用量②×2 

+既設水処理施設の電力使用量③－既設返送汚泥ポンプの電力使用量④ 

 ＝762 + 1,390×2 + 1,375 – 368 

 ＝4,549MWh/年 

 

膜分離活性汚泥法の電力費は、標準活性汚泥法の電気使用量に対する膜分離活性汚

泥法の電気使用量の割合を算出し、過去 5 年間（2016 年～2020 年）の電力費実績に対

して、算出した割合を適用して膜分離活性汚泥法における電力費を算出する。なお、

上記の考え方は水処理施設の電力費のみに適用し、汚泥処理施設については、標準活

性汚泥法と膜分離活性汚泥法の電力費を同等とみなす。 

 

2016～2020 年度の水処理施設電力費：\59,116,614/年 

 

膜分離活性汚泥法の水処理施設電力費 

＝\59,116,614×4,549/3,527＝\76,246,520/年（税抜） 

 

(4) 修繕費 

修繕費については、過去 5 年間（2016 年～2020 年）の修繕費実績に対して、「4.1 概

算事業費の算出」にて算出した機器費の割合を適用して膜分離活性汚泥法における修繕

費を算出する。なお、上記の考え方は水処理施設の修繕費のみに適用し、汚泥処理施設

については、標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法の修繕費を同等とみなす。 

 

2016～2020 年度の水処理施設修繕費：\563,564 

標準活性汚泥法の機器費：\5,640,000,000  

膜分離活性汚泥法の機器費：\6,480,000,000  

 

膜分離活性汚泥法の修繕費＝\563,564×6,480,000,000/5,640,000,000 

＝\647,499/年（税抜） 
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(5) 工事費 

工事費については、修繕費と同様に、過去 5 年間（2016 年～2020 年）の工事費実績に

対して、「4.1 概算事業費の算出」にて算出した機器費の割合を適用して膜分離活性汚泥

法における工事費を算出する。なお、上記の考え方は水処理施設の工事費のみに適用し、

汚泥処理施設については、標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法の工事費を同等とみなす。 

 

2016～2020 年度の水処理施設工事費：\22,360,285 

標準活性汚泥法の機器費：\5,640,000,000  

膜分離活性汚泥法の機器費：\6,480,000,000  

 

膜分離活性汚泥法の工事費＝\22,360,285×6,480,000,000/5,640,000,000 

＝\25,690,541/年（税抜） 

 

 

(6) 膜修繕費 

膜分離活性汚泥法では、膜分離に使用する膜の修繕費が必要である。膜修繕費は、反

応タンクの設備費の 60%に 0.5%を乗じた金額を年間の修繕費とする。 

※メーカーヒアリングより 

 

反応タンク設備費：\1,650,000,000 

膜修繕費＝\1,650,000,000×0.60×0.005＝\4,950,000/年→\5,000,000/年（税抜） 
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４-４-２ 維持管理費まとめ 

標準活性汚泥法及び膜分離活性汚泥法における維持管理費をまとめたものを以下に示

す。数字は全て年間当たりの費用である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※黄色着色部は標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法の費用が異なる箇所を示す。 

 

上表より、標準活性汚泥法では約 408 百万円/年（税抜）、膜分離活性汚泥法では約 431

百万円/年（税抜）の維持管理費を要する。 

 

 

 

 

標準活性汚泥法 膜分離活性汚泥法
細節科目 用途 過去5年間平均 備考

税抜
消耗品費（薬品） 次亜塩素酸ソーダ 4,008,000 351,885 膜分離活性汚泥法の金額は、水量の推計より、過去5年間実績との相対金額で算出

膜洗浄用（次亜、クエン酸） ― 1,728,000 ヒアリング

計 4,008,000 2,079,885

08
光熱水費 電力費 水処理 59,116,614 76,246,520 膜分離活性汚泥法の金額は、電力使用量の推計より、過去5年間の実績との相対金額で算出

     汚泥処理 5,516,807 5,516,807 標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法で同額とする

小計（電力） 64,633,421 81,763,327
水道費 水処理 236,954 236,954 標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法で同額とする

     汚泥処理 101,552 101,552 標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法で同額とする

小計（水道） 338,507 338,507
計 64,971,927 82,101,833
（車両修繕） 5,066 5,066 標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法で同額とする

修繕料 水処理 563,564 647,499 膜分離活性汚泥法の金額は、機器費より、過去5年間の実績との相対金額で算出

汚泥処理 276,873 276,873 標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法で同額とする

計 845,503 929,438
11需用費計 65,817,430 83,031,271
09
通信運搬費 電話代 46,413 46,413 標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法で同額とする

計 46,413 46,413
11
委託料 水処理 142,888,268 140,767,342 膜分離活性汚泥法の金額は、消耗品費（薬品）の差額を除いた金額とする

汚泥処理 152,852,999 152,852,999 標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法で同額とする

水質 15,855,233 15,855,233 標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法で同額とする

計 311,596,500 309,475,574
12
工事費 水処理 22,360,285 25,690,541 膜分離活性汚泥法の金額は、機器費より、過去5年間の実績との相対金額で算出

汚泥処理 7,795,040 7,795,040 標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法で同額とする

水質 0 0 標準活性汚泥法と膜分離活性汚泥法で同額とする

計 30,155,325 33,485,581
13
膜修繕費 ― 5,000,000 ヒアリング

本表の費用合計 407,615,669 431,038,839

維持管理費 合計 407,615,669 431,038,839
処理水量1m3あたり単価（円/m3） 41 43

処理方式
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